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長岡市財務規則（抄） 
 

平成３年３月28日 規則第15号 

最近改正 令和６年12月27日 規則第63号 

 

第７章 契約 

第１節 通則 

（契約事務の原則） 

第127条 契約事務は、法令、条例及びこの規則に定めるところに従い、公正か

つ合理的に行わなければならない。 

（契約に関する事務） 

第128条 予算執行職員は、その所掌に係る契約に関する事務を行うものとする。

ただし、予算執行職員は、必要があると認めるときは、他の職員に命じてその

事務の一部を行わせることができる。 

（契約の方法等） 

第129条 予算執行職員は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合にお

いては、次項から第４項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなけ

ればならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付するこ

とができる。 

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一

般競争入札に適しないものをするとき。 

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付す

る必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。 

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争入札に付さずに随意

による契約（以下「随意契約」という。）を締結することができる。 

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあっては

予定貸借料の年額又は総額とし、長期継続の契約にあっては12月分の予定価

格とする。）が別表第４左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金

額を超えないものをするとき。 
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(2) 不動産の買入れ又は借入れ、本市が必要とする物品の製造、修理、加工

又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又

は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第５条第11項に規定する障害者支援施設（以下この号にお

いて「障害者支援施設」という。）、同条第27項に規定する地域活動支援セ

ンター（以下この号において「地域活動支援センター」という。）、同条第

１項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規定する生活介護、同

条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援

を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。）

を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭和45年法律第84号）第

２条第１号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法

第18条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下

この号において同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定める

ところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法（平成25

年法律第105号）第16条第３項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以

下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。）を行う施設で

その施設に使用される者が主として同法第３条第１項に規定する生活困窮

者（以下この号において「生活困窮者」という。）であるもの（当該施設に

おいて製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資す

ることにつき総務省令の定めるところにより市長の認定を受けたものに限

る。）（以下この号において「障害者支援施設等」という。）において製作

された物品を当該障害者支援施設等から買い入れる契約、障害者支援施設、

地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第37条第１

項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第２項に規定するシ

ルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めると

ころにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約、母子及び父

子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第６条第６項に規定する母子・

父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところによ

り市長の認定を受けた者（以下この号において「母子・父子福祉団体等」と
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いう。）が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配

偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第４項に規定する寡

婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約

又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設（当該施設から役務の提供を受

けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定める

ところにより市長の認定を受けたものに限る。）が行う事業でその事業に使

用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設

から受ける契約をするとき。 

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として地方自治法施

行規則（昭和22年内務省令第29号）第12条の３の定めるところにより市長の

認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から別

に定める手続により買い入れ、若しくは借り入れる契約又は新役務の提供に

より新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより

市長の認定を受けた者から別に定める手続により新役務の提供を受ける契

約をするとき。 

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みの

あるとき。 

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落礼者がない

とき。 

(9) 落札者が契約を締結しないとき。 

４ 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売り

の方法により契約を締結することができる。 

（契約書の作成） 

第130条 予算執行職員は、契約につき契約書を作成し、市長の氏名を記載し、

押印の上、契約の相手方と相互に交換しなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。 

(1) せり売り及び売価表示販売にするとき。 

(2) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引

き取るとき。 
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(3) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。 

(4) 電力、ガス、水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。 

(5) 単価契約に基づく契約をするとき。 

(6) 売買、貸借、請負その他の契約（長期継続契約であるものを除く。）で

その予定価格（貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額）が別表

第４左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えないもの

をするとき。 

(7) 随意契約（長期継続契約であるものを除く。）であって、災害その他の

理由により、契約書の作成が事務上の支障を生じさせると認められるものを

するとき。 

２ 予算執行職員は、前項第６号及び第７号に該当し、契約書の作成を省略す

る場合において、契約の適正な履行を確保するため必要と認めるときは、契約

の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させることができる。 

（契約書の記載事項） 

第131条 前条の規定により予算執行職員が作成すべき契約書には、次に掲げる

事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のな

い事項については、この限りでない。 

(1) 契約の目的物 

(2) 契約金額 

(3) 契約履行の期限及び場所 

(4) 代金の支払又は受領の時期及び方法 

(5) 契約保証金の額 

(6) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息及

び違約金その他の損害金 

(7) 危険負担 

(8) かし担保責任 

(9) 契約に関する紛争解決の方法 

(10) 監督及び検査 

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（契約保証金） 

第132条 予算執行職員は、契約の相手方に現金又は銀行その他市長が確実と認
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める金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和

29年法律第195号）第３条に規定する金融機関をいう。次項第２号において同

じ。）が振り出し、若しくは支払を保証した小切手等をもって契約金額の100

分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。 

２ 前項に規定する契約保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えること

ができる。 

(1) 第196条第１項に規定する有価証券 

(2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証 

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第４項に規定する保証事

業会社の保証 

３ 契約保証金は、契約の相手方が契約の定める義務を履行したときに還付す

るものとし、利息を付さない。 

（契約保証金の免除） 

第132条の２ 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契

約を締結したとき。 

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予

算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条の３第２号の規定に基づ

き財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3) 令第167条の５及び令第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格

を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去２年間に国（政府

関係機関を含む。以下この章において同じ。）又は地方公共団体と種類及び

規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実

に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められると

き。 

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供された

とき。 

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されると

き。 

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、
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契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められると

き。 

(7) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成

11年法律第117号）第２条第４項に規定する選定事業に係る契約を締結する

場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら

れるとき。 

（仮契約書の作成） 

第133条 予算執行職員は、長岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和39年長岡市条例第９号）の規定により議会の議決に

付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方と、議会の議決が

あったときに本契約として認められる旨の仮契約書を作成し、相互に交換しな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該契約の相手方が国（公庫、公団及び事業団

を含む。）、他の地方公共団体又は長岡地域土地開発公社の場合は、仮契約書

の作成を省略し、議会の議決があったときに本契約を締結することができる。 

３ 予算執行職員は、第１項の場合において議会の議決があったときは、速や

かにその旨を当該契約の相手方に書面をもって通知しなければならない。 

（違約金の徴収） 

第134条 予算執行職員は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により契約

履行期限内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決

裁を受けて遅延日数１日につき契約金額の1,000分の１以上の割合で違約金を

徴収することができる。 

２ 前項の違約金の徴収は、契約の相手方に対して支払うべき契約代金又は契

約保証金から徴収し、なお不足があるときは、追徴する。 

（契約の解除） 

第135条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契

約の解除をすることができる。 

(1) 契約の性質上、一定の日時又は一定の期間内に契約が履行されなければ

その目的を達することができない場合に、その時期が経過したとき。 

(2) 契約の相手方が契約を履行しない場合において、相当の期間を定めてそ

の履行を催告したにもかかわらず、その期間内になお履行しないとき。 
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(3) 履行の全部又は一部が契約の相手方の責めに帰すべき理由により不能と

なったとき。 

(4) 前３号に掲げるときのほか、契約の相手方が契約条件に従わないとき。 

２ 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第130条第１項

ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合で、書面をもってする必要

がないと認められるものについては、この限りでない。 

（監督及び検査） 

第136条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合

においては、自ら又は他の職員をして契約の適正な履行を確保するため、立会

い、指示その他適正な方法により監督しなければならない。 

２ 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の

買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届け出

なければならない。 

３ 予算執行職員は、前項の規定による届出があったときは、直ちに自ら又は

他の職員に命じてその受ける給付の完了の確認をするため、契約書等の関係書

類に基づいて必要な検査を行わなければならない。 

（検査調書の作成） 

第137条 予算執行職員又は予算執行職員以外の者は、前条第３項の規定に基づ

く検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただ

し、別表第４左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額以下のも

のについては、請求書等に検査をした者の証明を付することをもって検査調書

に代えることができる。 

２ 収支命令職員は、前項の検査調書によらなければ、当該契約に係る経費に

ついて支出命令をしてはならない。 

（部分払） 

第138条 予算執行職員は、契約の定めるところにより、工事又は製造の請負そ

の他の契約に係る既存部分又は既納部分に対して、その完済前又は完納前にそ

の代金の一部を支払うことができる。 

２ 前項に規定する支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対す

る代金の額の10分の９、物件の購入についてはその既済部分に対する代金の額

を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部
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分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。 

３ 予算執行職員は、第１項の規定により部分払をしようとするときは、契約

の相手方から一部履行届を提出させなければならない。 

４ 予算執行職員は、部分払をする場合において、その対象とした物件につい

て必要があると認めるときには、契約の相手方の負担において本市を被保険者

とした損害保険契約を締結させなければならない。 

５ 第136条第３項及び前条の規定は、第３項の一部履行届の提出があった場合

に準用する。 

（危険負担） 

第139条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定めがある場

合のほか、契約の相手方の負担とする。 

（売払代金の完納時期） 

第140条 物件その他の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほ

かは、その引渡しのとき、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させ

なければならない。 

第２節 一般競争契約 

（定義） 

第141条 一般競争契約とは、一般競争入札及びせり売りの方法により契約を締

結する場合をいう。 

（入札の公告） 

第142条 予算執行職員は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期間の前

日から起算して次の各号に掲げる予定価格の区分に応じ当該各号に定める期

間において新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、予

算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは、第２号及び第３号の期

間を５日以内に限り短縮することができる。 

(1) 予定価格が500万円未満のもの １日以上 

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上 

(3) 予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上 

（入札について公告する事項） 

第143条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 一般競争入札に付する目的物 
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(2) 契約条項を示す場所及び期間 

(3) 入札及び開札の場所及び日時 

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限 

(5) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けな

ければならない旨 

(6) 入札保証金 

(7) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意があったときに本契約を締結

するものであるときは、その旨 

(8) 入札に当たっては、この規則の各条項を守らなければならない旨 

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（予算執行職員の責務） 

第144条 予算執行職員は、入札に参加しようとする者（以下「入札者」という。）

に対し、契約条項その他の関係書類及び現場等を熟知させる等、入札価格を決

定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。 

（入札保証金等） 

第145条 入札者は、入札前にあらかじめ現金又は第196条第１項各号に掲げる

有価証券をもって、入札金額の100分の５以上の入札保証金を納付しなければ

ならない。 

２ 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして

入札保証金を納付した事実を証する書類を提示させ、その確認をしなければな

らない。 

（入札保証金の免除） 

第146条 予算執行職員は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該

当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。本

市及び入札者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処

理組織を使用する入札（以下「電子入札」という。）による場合についても、

同様とする。 

(1) 入札者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締

結したとき。 

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の５及び令第167条の11の規

定に基づき別に市長が定める資格を有する者で、過去２箇年の間に国又は地
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方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締

結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を

締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

(3) 物品の売払いのため競争入札に付する場合において、入札者が落札者と

なった場合に契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（入札保証金の還付） 

第147条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札

者に対しては契約が確定した後それぞれ還付するものとする。ただし、落札者

の納入に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全

部又は一部に充当することができる。 

（予定価格の決定等） 

第148条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしよう

とするときは、当該契約に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めな

ければならない。 

２ 予算執行職員は、前項の規定により定めた予定価格を記載した書面（以下

「予定価格書」という。）を封書にして開札の際これを開札場所に置かなけれ

ばならない。ただし、第４項の規定に該当する場合は、この限りでない。 

３ 前項の場合において、予算執行職員は、市長が定めるところにより、入札

を執行する直前に予定価格書を開封し、予定価格を公表することができる。 

４ 予算執行職員は、電子入札を行おうとするときは、予定価格をあらかじめ

公表することができる。 

５ 前項の規定により予定価格を公表するときは、第142条の規定による公告に

おいてその額を明らかにしなければならない。 

６ 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結

しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ予定価格を設け、

これを第142条の規定による公告において明らかにしておかなければならない。 

（予定価格の決定方法） 

第149条 前条第１項の予定価格は、一般競争入札に付する目的物の価格の総額

について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、

加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定

めることができる。 
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２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、

需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定

めなければならない。 

（最低制限価格の設定） 

第150条 一般競争入札により工事又は製造等についての請負又は委託の契約

をしようとする場合において、最低制限価格を設けるときは、次に掲げる事項

を第142条の規定による公告において明らかにしなければならない。 

(1) 当該最低制限価格をあらかじめ設ける場合は、その旨 

(2) 当該最低制限価格を入札金額に基づき算出する場合は、その旨 

２ 最低制限価格をあらかじめ設ける場合にあっては、当該最低制限価格につ

いて、第148条第１項及び第２項の規定を準用する。 

（入札の方法） 

第151条 入札者は、入札に際し、定められた入札書を使用しなければならない。 

２ 入札者は、本人又は代理人が指定の日時及び場所に出席して、入札書に必

要な事項を記入し、自己の氏名を表記の上、封書にして提出しなければならな

い。ただし、入札者が希望するときは、市長が別に定めるところにより入札書

を書留郵便で提出することができる。 

３ 予算執行職員は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、

電子入札を行うことができる。 

４ 前項の規定により電子入札を行うときは、第142条の規定による公告におい

てその旨を明らかにしなければならない。 

５ 電子入札の方法については、この規則に定めるもののほか、市長が別に定

める。 

（代理入札） 

第152条 予算執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対

しては、入札開始時刻前までに委任状を提出させ、代理権について確認しなけ

ればならない。ただし、工事の請負以外の場合においては、委任状の提出以外

の方法で代理権を確認することができる。 

（入札の時期） 

第153条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に予算執行

職員の指示に従い行わなければならない。 
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２ 電子入札を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず、入札書が本市

の使用に係る電子計算機に備えられた記録媒体（以下「記録媒体」という。）

に記録された時を入札が行われた時とみなす。 

３ 入札者は、予算執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して

異議を申し立てることができない。 

（開札） 

第154条 予算執行職員は、入札締切時刻経過後直ちにその場で、入札者を立ち

会わせて開札しなければならない。ただし、第151条第２項ただし書に規定す

る郵便入札又は電子入札の場合は、入札者を立ち会わせることを要しない。 

２ 前項本文の規定により開札する場合において、入札者が立ち会わないとき

は、当該入札事務に関係のない職員（以下本条において「立会職員」という。）

を立ち会わせなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合であって、市長が入札事務の公

正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、立会職員を立ち会わせ

ないことができる。 

４ 第１項本文の規定により開札する場合において、予定価格が著しく高額で

あるときその他予算執行職員が特に必要と認めたときは、立会職員を立ち会わ

せることができる。 

５ 予算執行職員は、第１項の規定による開札により落札者があった場合には、

その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表するとともに落札者に対し

て書面又は口頭により通知しなければならない。 

６ 予算執行職員は、入札結果について入札調書を作成しなければならない。

この場合において、第２項又は第４項の規定により立会職員が立ち会ったとき

は、当該入札調書について当該立会職員の確認を受けなければならない。 

（無効入札） 

第155条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を受

けない代理人がした入札 

(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別

し難い入札 

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第145条第１項に規定する
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額に達しない者がした入札 

(4) 郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において、入札開

始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によった入札 

(5) 入札者又はその代理人が２以上の入札をしたときは、その全部の入札 

(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）

等に抵触する不正行為によった入札 

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

（最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合） 

第156条 予算執行職員は、工事又は製造等についての請負又は委託の契約を締

結しようとする場合において、最低価格をもって申込みをした者と契約を締結

することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると

認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそ

れがあると認めるときは、市長の承認を得て当該最低価格をもって申込みをし

た者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他

の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。 

２ 予算執行職員は、前項に規定する措置をとるに当たっては、市長があらか

じめ指定する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。 

（入札の打切り） 

第157条 落札者の決定後、当該落札者が契約の締結をしない旨を申し出たとき

は、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者

を落札者としない。 

（再入札等） 

第158条 予算執行職員は、初度の入札において落札者がない場合は、入札条件

を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。ただし、再入札

は２回を限度とする。 

２ 再入札の場合の入札保証金の額は、第145条の規定にかかわらず、初度の入

札において納付した額とする。 

３ 初度及び第１回の再入札において無効入札をした者は、再入札に加わるこ

とができない。 

４ 予算執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時

刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は書面で当該再入札に参加しようと
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する者に公表しなければならない。 

（入札の中止等） 

第159条 予算執行職員は、不正が行われるおそれがあると認めるとき、又は災

害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延

期することができる。 

２ 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期し

たときは、速やかにその理由及びその旨を入札公告と同様の方法により公告し

なければならない。 

３ 予算執行職員は、第１項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期

した場合において、郵便による入札書が到着したときは、開札しないで直ちに

これを返送しなければならない。 

４ 予算執行職員は、前項の場合において、電子入札による入札書が記録媒体

に記録されたときは、これを開札しないで中止又は延期をした事実を記録する

ものとする。 

（せり売り） 

第160条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適して

いる場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。 

第３節 指名競争契約 

（指名競争参加人数） 

第161条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく３人

以上の入札者を指名しなければならない。 

（指名通知） 

第162条 予算執行職員は、前条の規定により相手方を指名したときは、第142

条の規定に準じ、相当の見積期間をおいて第143条各号に掲げる事項を指名し

た者に通知しなければならない。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第163条 指名競争入札の手続については、この節に定めるもののほか、第144

条から第160条までの規定を準用する。 

第４節 随意契約 

（予定価格の決定） 

第164条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第148
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条及び第149条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、支

出の原因となる契約をしようとする場合において、法令等に定める基準による

価格により契約をするときは、第148条第２項本文の規定にかかわらず予定価

格書を作成しないことができる。 

（見積書の徴取） 

第165条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく２人以上

の者から見積書を徴さなければならない。 

２ 前項の規定による見積書の徴取は、電子入札の例により行うことができる。 

（随意契約の相手方） 

第166条 令第167条の４に該当する者は、随意契約の相手方とすることができ

ない。 

第５節 建設工事の特例 

（契約の相手方の資格） 

第167条 建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事

（以下「建設工事」という。）の契約の相手方は、同法第３条第１項の規定に

よる許可を受けた者でなければならない。ただし、同項ただし書に規定する工

事又は市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。 

（請負参加の申込み） 

第168条 建設工事の指名競争入札に参加し、又は随意契約における協議に加わ

ろうとする者は、市長が別に定める方法により申込みをしなければならない。

ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。 

２ 前項の規定による申込みの方法、期限等は、新聞、掲示その他の方法によ

り公告する。 

（請負参加申込者名簿の作成） 

第169条 予算執行職員は、前条の申込みがあったときは、これを調査及び分類

し、請負参加申込者名簿を作成しておかなければならない。 

（建設工事の請負基準約款） 

第170条 建設工事の請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、

第130条第１項の規定にかかわらず、別に定める建設工事請負基準約款により

契約するものとする。 

（契約書の作成） 
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第171条 予算執行職員は、建設工事の請負契約を締結しようとするときは、第

131条第１号から第５号までに掲げる事項及び建設工事請負基準約款に従う旨

を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日の翌日から起算して10

日以内に当該契約書を交換しなければならない。 

２ 前項に規定する契約を締結する場合において電磁的記録による契約書を作

成するときは、建設業法第19条第３項に規定する措置を講じなければならない。 

第172条 削除 

第173条 削除 

第174条 削除 

（工事着手時期及び工期の起算） 

第175条 建設工事の契約の相手方は、入札の公告又は指名の通知において別に

指定をしない場合は、契約締結の日から起算して７日以内に工事に着手しなけ

ればならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着

手できない場合において予算執行職員の承認を得たときは、この限りでない。 

２ 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない

場合は、契約締結の日から起算する。 

（工事着手届） 

第176条 建設工事の契約の相手方は、工事に着手したときは、速やかにその旨

を予算執行職員に届け出なければならない。 

 

 

 

別表第４（第129条、第130条関係） 

契 約 の 種 類  金額 

１ 工 事 又 は 製 造 の 請 負 130万円  

２ 財 産 の 買 入 れ 80万円  

３ 物 件 の 借 入 れ 40万円  

４ 財 産 の 売 払 い 30万円  

５ 物 件 の 貸 付 け 30万円  

６ 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円  

 


